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各品目について、公表統計をベースに、一国依存度及び付加価値率を判定

論点I. 一国依存度の検討 論点II. 粗付加価値率の検討

当該品目が国内で用いられる量のうち、最大輸入元からの輸入が
占める割合

考え方 計算式：最大輸入国からの輸入額a) /(総輸入額a)＋国内生産額b))
• a)：①財務省貿易統計より該当する品目の輸入額を確認・採用
• b)：③生産動態統計、または④工業統計 (品目別統計表) に

該当項目が存在するか確認、あれば数値を採用
• 加えて、生活用品に関しては②国内の市場規模を調査し、上記の
【①+(③or④)】と突き合わせることで補完・妥当性チェックを実施

– 紙製品など多くの生活用品は日本からの輸出が少なく、
【総輸入額＋国内生産額＝国内市場規模】の近似が
成立すると仮定

– 一方、機械部品などの工業製品については輸出の割合が
大きいと思われるためこの方法は採用しない

当該品目生産時に、どの程度の比率で付加価値が得られるかの割合概念

考え方 計算式：当該産業全体での粗付加価値額/生産額1

検討方法：工業統計をベースにしつつ、エキスパートへのヒアリングを用
いて補完。加えて、中小企業庁の業種別主要係数表、個々の企業の
IR情報から業界の粗利率を算定し、参考として用いる

• ⑥工業統計 (産業別統計表) に該当項目（あるいは当該品目の
含まれるセグメント）が存在するか確認。当該セグメントの粗付加
価値額/生産額より粗付加価値率を計算し、基本的にこの数値を
採用する

• また、粗付加価値率を検討する上での参考として、当該品目を
生産している⑦代表的企業個々の財務情報及び⑧中小企業庁
の業種別主要計数表から業界としての粗利率を推定。⑥の補正
及び妥当性チェックに用いる

• 加えて、⑤業界エキスパートからのヒアリングを通じ、当該品目の粗
付加価値率に関する肌感覚を検証する

1. 粗付加価値額に基づく検討を行うため、本計算は産業別統計表の1200シート (従業者30人以上の事業所に関する統計表) のデータを使用
Note: 上記の検討は全て2017年の統計データに基づいて実施 (2017年が全ての統計データが揃う最新の年であるため)

Sourceを示す丸数字は別紙のエクセル表に対応

概念
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本調査結果活用時の留意点 - 情報の精度

一国依存率

留意項目 留意内容/具体例

粗付加価値率

大カテゴリのデータしか存在しない場合、当該品目の推定シェアに基づいて判定値を推算している場合がある
• 例) マスク: 貿易統計にはマスク以外も含まれる「その他のもの」というカテゴリしか存在しないため、そのうち6割がマスクによる金額であると推定して
輸入額を算出している

• 背景1) 品目という概念に準じた統計データが存在していない場合がある
– 例) マスク: 生産動態統計においては、製品としての「マスク」のデータが無く、原料である「医療衛生用の不織布」に関する生産
データしか存在せず。そのため、生産動態統計のデータは採用不能

• 背景2) 当該品目に特異的な項目がなく、当該品目を含んだ大きなカテゴリの統計データしか存在していない場合がある
– 例) マスク: 工業統計 (品目別) において、マスクは「その他の衛生医療用繊維製品」という大きなカテゴリ (綿棒などを含む) の
データとしてしか存在せず

付加価値に関する品目レベルでのデータが存在しない場合、やや異なる概念である「粗利」 (直接労務費などが除外) の個社データ/
産業別データを参考として粗付加価値率の補正・推定を行っている場合がある

• 例) マスク: マスクの粗付加価値率に関しては「繊維製衛生材料製造業」というくくりでしかデータが無かったため、中小企業庁による繊維製衛生
材料製造業の粗利率とマスク専業メーカーの粗利率との差分 (17%) が粗付加価値率における「産業全体と特定品目 (マスク) との差分に一致
すると仮定して粗付加価値率に17%分の補正を行っている

エキスパートから話を聞けた品目の粗付加価値率については、エキスパートの感覚から推論的に補正している場合がある
• 例) 紙皿・紙コップ:  工業統計 (大カテゴリ) では42%だが、エキスパートは30%程度との感覚だったため平均値の36%に補正された
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Appendix
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スイッチ
LED
ヘッドホン
プリント基板

テレビチューナ(単体外付け型)

ステレオコンポーネント等-スピーカシステム

スイッチング機器及びルーティング機器
航行用無線機器(搭載機)
無線遠隔制御機器

据置型のコンピュータ
印刷機・複写機

基地局

液晶カラーテレビ

ビデオカメラ、デジタルカメラ(テレビカメラ含む)

録音・再生機器-光学・半導体・磁気媒体によるもの

移動電話

プロジェクタ

カーラジオ

磁気ディスク装置

携帯用の自動データ処理機械

ビデオプロジェクタ(PC用は除く)

✔

電気機械

統合

スピーカ

アンテナ

通信機器の部分品(有線及び無線)

レーダ、テレビ等の部分品(ディスプレイデバイスを除く)

液晶パネル

録音再生機、ビデオ、レコードプレーヤ等の部分品

複写機及びプリンタ複合機等の部分品・附属品

「アンテナ及びその部分品等」から部分品を除外

「ビデオプロジェクタ(PC用は除く)」を「プロジェクタ(PC用)」に統合し、品目名を
「プロジェクタ」に変更

✔

「無線通信、ﾚｰﾀﾞ、ﾃﾚﾋﾞ等の部分品」から無線を除き、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅを追加

統合 「ステレオコンポーネント等-スピーカシステム」を「変換部品・スピーカ」に統合
し、品目名を「スピーカ」に統合

✔

「航空用無線機器-航空機用-」から他の航行用も追加、搭載機に限定 ✔

「処理装置」に「その他の自動データ処理機械」を加えて検討 ✔
「デジタル複合機」に単体の印刷機・複写機も追加 ✔
貿易統計上の対象を「印刷機の部分品及び附属品」も含む形に再構成

✔
✔

✔
✔「カラーテレビ受像機-液晶式のもの-」から項目名を変更

「液晶デバイス-液晶モジュール」から項目名を変更 ✔
✔
✔

✔
✔

光ディスク装置

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

A CB
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
26

延べ197の品目を絞込み・再定義し、調査対象131品目を特定
調査対象品目 – 電気機械（1/2）

カテゴリ No. 品目名 統廃合 完成品 部分品備考 品目群
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遠隔通信用測定機器
固定抵抗器

プラグ及びソケット

光学媒体(記録していないもの)

光電性半導体デバイス-光電池
集積回路-プロセッサ及びコントローラ

DRAMモジュール

医療用エックス線管
圧電結晶素子-水晶のもの

ECRの部分品・附属品

マイクロホン

金銭登録機

セラミックコンデンサ

インダクタ

小型モータ-直流電動機(出力10W以下)

変成器-トランス

リレー

トランジスタ-1Ｗ以上-シリコントランジスタ

集積回路-記憶素子

電気機械
磁気式・光学式の読取機及びデータ処理機械

不揮発性半導体記憶装置(USBメモリ、フラッシュメモリ)

「ECR等の部分品・附属品」から明確にECR部品に再定義

特定機器の判別が難しく、検討対象から除外

特定機器の判別が難しく、検討対象から除外
「抵抗器-固定抵抗器-20W以下-」から、対象を拡大
「固定式コンデンサ(半固定式を除く)-セラミック-多層」から対象を拡大
「変成器-トランス(1kVA 以下)」から対象を拡大

「リレー-60V以下」から対象品目を拡大

「自動データ処理機械用(DRAMモジュールを装着したもの)」から変更

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

A CB
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

延べ197の品目を絞込み・再定義し、調査対象131品目を特定
調査対象品目 – 電気機械（2/2）

カテゴリ No. 品目名 統廃合 完成品 部分品備考 品目群
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内燃機関(シリンダー容積が1000cc超のもの 87類用)

伝導軸(カムシャフト・クラウンシャフト等)(自動車用)

ワイヤーハーネス

シートベルト

ゴム製空気タイヤ(バスと貨物自動車用)

ディーゼルエンジン・セミディーゼル（(87類用エンジン)

フライホール及びプーリー自動車用

ピストンエンジン始動用鉛蓄電池 (6ボルト又は12ボルトのもの)

部分品(発電機とスターター) (自動車用)

バンパー 部分品

ﾌﾞﾚｰｷ及びｻｰﾎﾞﾌﾞﾚｰｷ並びにこれらの部分品(ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞを除く)

消音機(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品
潤滑油､燃料油用ろ過器 (自動車用)

エアバッグ
バックミラー車両用のもの

自動車用取付具卑金属製

部分品自動車ｴｱｺﾝ用

自動車用錠卑金属製

自動車用排気ガスタービン過給器

車輪及びその部分品･附属品 トラクター用除く

照明用又は可視信号用の機器(自動車用)

駆動軸 (差動装置を有するもので、非駆動軸並びにこれらの部分品を除く)
自動車
部品

✔

✔ ✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔ ✔
✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

特定取付具の判別が難しく、検討対象から除外

「バス・トラック用新品タイヤ」と定義

「自動車用ミラー装置」と定義

「自動車用ドアロック」と定義

ターボチャージャーであり、スーパーチャージャーを含まない

自動車用カーエアコンであり、カーヒーターを含まない

カーバッテリー

自動車用ライト・室内照明

アクスル・プロペラシャフト・等速/ユニバー札ジョイント・ディフェレンシャルギア

エキゾーストパイプ・マフラ・排気浄化装置

部分品に限らず、完成品及び部分品を対象とする

A CB
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

「自動車用と特定されていない」から「自動車用」に定義変更し検討

延べ197の品目を絞込み・再定義し、調査対象131品目を特定
調査対象品目 – 自動車部品

カテゴリ No. 品目名 統廃合 完成品 部分品備考 品目群
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人工呼吸器
人工心肺
注射針
注射器

使い捨て手袋
防護服

包帯

ばんそうこう等の外用薬
接着式でない脱脂綿、ガーゼ

消毒液用容器

ワクチン
生薬

消毒剤

超音波診断装置
磁気共鳴診断装置

X線機器(医療用)
歯科用電気機器

コンピューター断層撮影装置

眼科用電気機器
外科用電気機器
心筋刺激用ペースメーカ

医療機器
・用品

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

アルコール以外の物質による消毒製品も含めるため「消毒剤」とした

人工肺は人工心肺の一部部品であるため、人工心肺に変更

医療用を想定している使い手袋のみを対象とした

A CB

✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

延べ197の品目を絞込み・再定義し、調査対象131品目を特定
調査対象品目 – 医療機器・用品

カテゴリ No. 品目名 統廃合 完成品 部分品備考 品目群
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マスク
トイレットペーパー

カーペット

ティッシュペーパー

綿棒

乾電池
携帯・小型端末用リチウムイオン電池
マッチ

ろうそく
タオル
毛布

歯ブラシ

洗剤類
石鹸類

懐中電灯

クレンジングティッシュ・化粧用ティッシュ
ウェットティッシュ

紙おむつ
生理用紙ナプキン

ライター

下着 (下半身用)
ブラジャー

哺乳瓶の乳首部分
コンタクトレンズ

その他
必需品

統合 上記「ティッシュペーパー」と重複

生理用品で最も広く用いられる「紙ナプキン」として品目を明確化

人体を対象として用いられるもの (シャンプー、ハンドソープ等)
人体以外を対象として用いられるもの (洗濯用、食器洗い用等)
下着の中でも、下半身に着用するもの (ブリーフ等)

「予備バッテリ」は検討困難な為、携帯端末に用いられるLiB全般と再整理

電気式の光源で、持ち運び可能なもの (フラッシュライト、電気ランタン等)

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

A CB
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

延べ197の品目を絞込み・再定義し、調査対象131品目を特定
調査対象品目 – その他必需品（1/2）

カテゴリ No. 品目名 統廃合 完成品 部分品備考 品目群
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携帯トイレ

ラップ
アルミホイル

レジ袋

除染テント

作業着

卓上カセットコンロ
カートリッジボンベ

土嚢袋
ブルーシート
交流エンジン発電機

簡易トイレ

非塗工印刷用紙

紙皿・紙コップ

サングラス

気圧計・湿度計等

塗工印刷用紙

電気式の温度計・ハイドロメーター

仮設トイレ

手袋・軍手

紙テープ

その他
必需品

統合

建設業・製造業で用いられるような一般的なつなぎ・作業着を想定

上記「携帯トイレ」と重複
持ち運び可能なトイレシステム (プラスチック製簡易便器・吸水ポリマー等)

建設現場・屋外イベント等で使用される、小型ブース型のトイレユニット

ビニール袋の中でも広く使用されている「レジ袋」と定義

カセットコンロ等に使用する、内部に燃料ガスの充填された小型缶

防寒用ではなく、作業用に供される手袋で、使い捨てではないもの
防疫時に使用される、密閉性の高いテント

移動可能で、交流電力を供給できる設備 (発電所システム等は含まない)

「粘着剤・接着剤を塗布した紙類(セルフアドヒーシブのもの)」を解釈・整理

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

A CB
品目群

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

カテゴリ No. 品目名 統廃合 完成品 部分品備考

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

延べ197の品目を絞込み・再定義し、調査対象131品目を特定
調査対象品目 – その他必需品（2/2）
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新型コロナウイルス感染症の影響
概観
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国内のモノの移動（小口宅配）
B2C物流は増加したが、B2Bの落込みをカバーできず
Eコマース需要の増大を受けて、各国の主要運送会社では、宅配便取扱数が急増

中国宅配大手・中通快逓は5月
の宅配便取扱量過去最高を記
録

• 5月前半の日当たり
取扱量は5千万個超

• 今後の9ヶ月で取扱個数は、
前年同期比で37-42%増加
予想

独郵便大手ドイツポストは、1-3
月期の国内小包宅配数がクリス
マス商戦並みと発表

• 国際物流の停滞・航空輸
送の停止等で業績は悪化

• 一方、国内小包宅配は活
発であり、取扱個数は前年
のクリスマス商戦に匹敵と発
表

米宅配大手DHLは、
Eコマースの国内取扱量が2月か
ら3月で36%以上増加したと発表

• 2月と比べ、3月の1日当たり
平均取扱高は、国内は36%、
越境は28%増加

• 2Q・3Qも、ソーシャルディスタ
ンシングと各種予防策の継
続で、強力な需要を見込む

ヤマト運輸は4月宅配便取扱数
が前年同期比13%増加したと発
表

• 4月の取扱個数は1億5,599
万個余りで前年同期比
13.2%増

• 3月も前年同期比3.9%増で
あったが更に拡大

• 外出自粛に伴うネット通販
や個人宛荷物需要の増加
と説明

グローバル・日本

出所：時事通信
















































































































































